
（農林水産省４－⑤）

元年度
[百万円]

２年度
[百万円]

３年度
[百万円]

(1)
国際分担金
（昭和26年度）
(主）

678
（636）

641
（577）

603
(556)

0100

(2)

国際機関を通じた農林水産業協
力拠出金
（昭和48年度）
（主）

1,840
(1,840)

1,920
(1,898)

1,775
（1,744）

0101

(3)

世界食料需給動向等総合調査・
分析関係費
（平成20年度）
（主）

133
(124)

144
(128)

146
(136)

0087

(4)
国際農業協力等委託・補助事業
（平成25年度）
（主）

166
(161)

156
(135)

162
(158)

0102

(5)
家畜伝染病予防費
（昭和19年度）
（主）

12,297
(8,486)

8,588
(6,921)

18,093
(14,693)

0088

(6)
植物防疫事業交付金
(昭和60年度)
（主）

291
(290)

291
(283)

291
(289)

0089

(7)
水産防疫対策事業費
（平成15年度）
（主）

70
(67)

75
(72)

76
(73)

0090

(8)
消費・安全対策交付金
（平成17年度）
（主）

2,184の
内数

（2,036の
内数）

8,802の
内数

(3,596の
内数)

4,377の
内数

(3,04７の
内数)

0091

291 －

83 －

2,041の内数 －

176 －

158 －

3,733 －

630 －

1,702 －

政策に関係する内閣の重要政策 食料・農業・農村基本計画（令和２年３月３１日）　第３の１（５）
政策評価

実施予定時期
検討中

政策手段
（開始年度）

予算額計（執行額） ４年度
当初予算額

[百万円]

政策手段の概要等
令和4年行政事業レビュー

事業番号

令和4年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

総合的な食料安全保障の確立 担当部局名

大臣官房政策課食料安全保障室（大臣官房環境バイオマス政策課、大臣官房新
事業・食品産業部、消費・安全局、輸出・国際局、農産局、畜産局、農村振興局、
水産庁）
【大臣官房政策課食料安全保障室、大臣官房環境バイオマス政策課、大臣官房
新事業・食品産業部外食・食文化課、消費・安全局植物防疫課/動物衛生課/畜
水産安全管理課、輸出・国際局総務課/国際地域課参事官（新興地域）室、農産
局穀物課/農産政策部企画課/貿易業務課、畜産局畜産振興課/飼料課、農村
振興局整備部設計課、水産庁資源管理部国際課】

政策の概要
【施策の概要】

不測時に備えた平素からの取組、国際的な食料需給の把握・分析、輸入穀物等の安定的な確保、国際協力
の推進、動植物防疫措置の強化

政策評価体系上の
位置付け

食料の安定供給の確保
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(9)
家畜衛生対策事業
（平成17年度）
（主）

1,124
(957)

1,102
(948)

1,066
(942)

0092

(10)

戦略的監視・診断体制整備推進
事業委託費
（平成20年度）
（主）

88
(86)

78
(68)

79
(68)

0093

(11)

獣医療提供体制整備推進総合
対策事業費
（平成22年度）
（主）

231
(200)

241
(188)

261
(225)

0094

(12)

我が国のOIE認定施設活動支援
事業費
（平成28年度）
（主）

10
(8)

6
(5)

6
(6)

0095

(13)

2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会馬術競技場にお
ける衛生管理事業委託費
（平成28年度）
（主）

10
(4)

5
(4)

5
(3)

0096

(14)

食料安定生産に資する新たな病
害虫危機管理対策・体制の構築
(平成30年度)
（主）

56
(40)

70
(57)

71
(66)

0097

(15)

国際基準を踏まえた防疫指針の
策定委託費
（令和元年度）
（主）

20
(9)

16
(13)

16
(11)

0098

(16)

海外農業・貿易投資環境調査分
析事業
（平成29年度）
（主）

684
(618)

662
(545)

515
(444)

0018

(17)

飼料穀物備蓄・流通合理化事業
のうち飼料穀物備蓄対策
（昭和51年度）
（関連：３－⑨）

1,263
(1,118)

2,237
（1,840）

1,750
(1,459)

0106

(18)

飼料穀物備蓄・流通合理化事業
のうち飼料流通合理化対策
（令和４年度）
（関連：３－⑨）

－ － － 新22-0024

(19)

海外農林業開発協力問題調査
等事業委託費
(昭和63年度)
（主）

108
(103)

63
(35)

125
(84)

0107

(20)

海外農業農村開発促進調査等
補助金
（平成23年度）
（主）

127
(127)

114
(96)

105
(91)

0108

(21)
緊急食糧支援事業
（平成11年度）
（主）

9,076
(8,514)

8,458
(8,455)

8934
(8,248)

01038,800 －

1,586 －

124 －

97 －

164 －

15 －

- －

6 －

- －

64 －

978 －

137 －

262 －
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(22)

米管理経費（国内米買入費、輸
入米買入費、米管理費）
（昭和元年度以前）
（主）

171,750
(130,335)

189,441
(140,615)

183,014
(10月頃
把握予
定)

0104

(23)

麦管理経費（食糧麦買入費、麦
管理費）
（昭和20年度）
（主）

322,148
（188,489)

317,492
（185,888)

318，148
(10月頃
把握予
定)

0105

(24)
国際漁業協力推進事業
（平成２４年度）
（主）

620
（617）

623
(570)

630
(630)

0109

(25)
麦買入費（輸入飼料）
（昭和28年度）
（関連：３－⑨）

46,911
(4,801)

42,621
(1,669）

28,405
(236)

0209

(26)

気候変動等に対応した海外遺
伝資源の保全・利用促進事業
（平成29年度）
（関連：2-⑫)

31
(28)

28
(28)

28
(27)

0226

(27)

植物検疫に係る臭化メチルくん
蒸の代替薬剤開発委託事業
(令和３年度）
(主)

- -
15
(7)

0099

(28)

学校給食用政府備蓄米支援事
業
（無償交付　平成10年度、有償
交付　平成15年度）
（主）

- - - -

(29)

加工原材料用政府所有米穀導
入促進事業
（無償交付　平成10年度、有償
交付　平成10年度）
（主）

- - - -

-

　米飯学校給食の推進及び政府備蓄米の適切な運営を図るため、学校給食用等に政府備蓄米の無償交付等を実施する。このことにより、
米飯学校給食の推進及び備蓄制度の理解促進に寄与する。
　また、食育に取組、学校給食の補完的機能を果たす子ども食堂や子ども宅食に対し、政府備蓄米の無償交付を実施する。（令和４年度枠：
無償交付0.8千トン、有償交付0.4千トン）

-
　新たな米加工試験やこれらの米加工新製品が市場定着するまでの支援として政府米の無償交付を実施する。また、今後需要の拡大が期
待される加工業者に対して特例価格により有償交付を実施する。このことにより、米を利用した新製品の開発を促進し、米穀の加工用途への
需要創出に寄与する。（令和４年度枠：無償交付0.2千トン、有償交付0.2千トン）

14 －

623 －

26,769 －

- －

191,591 －

356,419 －
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(30)
植物防疫法
（昭和25年）
（主）

- - - -

(31)
家畜保健衛生所法
（昭和25年）
（主）

- - - -

(32)
家畜伝染病予防法
（昭和26年）
（主）

- - - -

(33)

主要食糧の需給及び価格の安
定に関する法律
（平成7年）
（主）

- - - -

573,142
（内数を
含む）

586,849
（内数を
含む）

568,696
(内数を含

む)

350,334
（内数を
含む）

357,561
（内数を
含む）

集計中

参考：移替え予算に係る政策手段一覧

元年度
[百万円]

２年度
[百万円]

３年度
[百万円]

(1) - - - - -

（注１）当該政策分野の主たる「法令」「予算」「税制」については、「政策手段」の欄に「主」と記載している。

　　　　それ以外の政策手段については、「関連」と記載するとともに関係する政策分野の番号を記載している。

（注２）「予算額計」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

（注３）移替え予算とは、予算成立後、府省間において、移動させられる予算のことである。

（注４）「政策の執行額」欄について、政策評価の対象とはしていないが特定の政策に位置付けられるものについても計上している。

政策手段
（開始年度）

予算額計（執行額） ４年度
当初予算額

[百万円]

政策手段の概要等
令和４年行政事業レビュー

事業番号

- －

政策の予算額[百万円]
596,463

（内数を含む）

参照URL https://www.maff.go.jp/j/budget/review/r4/index.html

政策の執行額[百万円]

-
　都道府県が家畜衛生対策を講じる実施機関として、家畜保健衛生所を設置する根拠、その業務等を規定。
　当該法律に基づき、都道府県は、地方における家畜衛生の向上を図り、もって畜産の振興に資するため、家畜保健衛生所を設置すること
により、食の安全及び畜産物の安定供給に寄与する。

-
　国内防疫及び動物検疫を実施することにより、家畜伝染病の発生予防及びまん延防止を図る。
　当該法律に基づき、家畜伝染病等の発生予防と侵入の防止を図り、発生した場合には、まん延防止措置を適切に講じることにより畜産の
振興を図り、食の安全及び畜産物の安定供給に寄与する。

-
　主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者
から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置を総合的に講
ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に寄与する。

-
　当該法律に基づき、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もって農業生
産の安全及び助長を図ることにより、農産物の安定供給に寄与する。
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